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競争参加者の資格に関する公示 

 
旭労災病院基本計画・設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格

（以下「設計共同体としての資格」という。）を得ようとする者の申請方法等
について、次のとおり公示します。 
 
 平成２３年１１月８日 
                   独立行政法人労働者健康福祉機構 

契約担当役理事 大 橋 哲 郎 
◎調達機関番号 ５９０ ◎所在地番号 １４ 
○営第４号  
１ 業務概要 
 （１）業 務 名 旭労災病院基本計画・設計業務 
 （２）業務内容 本業務は、愛知県尾張旭市平子町北６１番地にある旭労災

病院の増改築計画に基づく建築及び設備の基本計画書の作
成、基本・実施設計、既存建物の解体設計並びに積算業務を
行うものである。  

 （３）履行期限 平成２５年１０月３１日 
（４）本業務は「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削

減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等
の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に
最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。 

          
２ 申請の時期 

平成２３年１１月８日から平成２３年１１月１８日午後５時まで（土曜
日、日曜日及び祝日を除く）。なお、平成２３年１１月１８日以降当該業
務に係る技術提案書の提出の時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了
せず、技術提案書を受領できないことがある。 

３ 申請方法 
 （１）申請書の入手方法 

「競争参加資格審査申請書」（以下「申請書」という。）は、平成
２３年１１月８日から 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町５
８０番地 ｿﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ東館１７階 独立行政法人労働者健康福祉機構
経理部契約課契約班 電話 044-556-9852 において設計共同体と
しての資格を得ようとする者に交付する。 

（２）申請書の提出方法 
申請者は、申請書に設計共同体協定書（４(4)の条件を満たすものに
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限る。）の写しを添付し、持参又は郵送（書留郵便に限る。）により
提出すること。提出場所は、（１）に示す申請書の交付場所に同じ。 

（３）申請書等の作成に用いる言語 
     申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 
４ 設計共同体としての資格及びその審査 

次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体として
の資格がないと認定する。 

（１）組合せ 
     構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとす

る。 
    ① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び

第７１条の規定に該当しない者であること。 
② 厚生労働省平成 23・24 年度有資格者名簿「測量・建設コンサルタン
ト等」のうち東海・北陸ブロック「建築関係建設コンサルタント」
において、「Ａ」の等級に格付を受けていること。 

    ③ 申請書及び参加表明書等の提出期限の日から契約の時までの期間
に独立行政法人労働者健康福祉機構理事長から指名停止を受けてい
る期間中でないこと。 

    ④ 下記の５に該当しない者であること。 
 （２）業務形態 
    ① 構成員の分担業務が、業務の内容により、設計共同体協定書にお

いて明らかであること。   
    ② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないこと

が、設計共同体協定書において明らかであること。 
 （３）代表者要件 
     構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明

らかであること。 
 （４）設計共同体の協定書 
     設計共同体の協定書が、「旭労災病院設計共同体協定書」によるも

のであること。 
５ ４（１）②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い 

４（１）②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も２及び
３により申請をすることができる。この場合において、設計共同体として
の資格が認定されるためには、４（１）②の認定を受けていない構成員が
４（１）②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、
４（１）②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の
提出の時までに４（１）②の認定を受けていないときは、設計共同体とし
ての資格がないと認定する。 
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６ 資格審査結果の通知 
   「競争参加資格認定通知書」により通知する。 
７ 資格の有効期間 

６の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の
認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る
契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日ま
でとする。 

８ その他 
 （１）設計共同体の名称は、「旭労災病院設計共同体」とする。 
（２）当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時

において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公
募型プロポーザル方式に係る手続の開始の公示（建築のためのサービス
その他の技術的サービス（建設工事を除く））」（平成２３年１１月８
日付け独立行政法人労働者健康福祉機構契約担当役理事）に示すところ
により技術提案書の提出者として選定されていなければならない。 

 


